
吉田町浄化槽設置費補助金

人槽
区分

申請
区分

本体
工事費

宅内
配管
工事費

撤去工事費
補助額計みなし

浄化槽
くみ取り
便槽

５
人槽

新設
269,000

円

269,000円

転換
（建築確認あり）

123,000
円

99,000
円

（単独）392,000円
（くみ取り）368,000円

転換
（建築確認なし）

332,000
円
330,000

円

150,000
円

120,000
円

（単独）812,000円
（くみ取り）782,000円

７
人槽

新設
335,000

円

335,000円

転換
（建築確認あり）

123,000
円

99,000
円

（単独）458,000円
（くみ取り）434,000円

転換
（建築確認なし）

414,000
円

330,000
円

150,000
円

120,000
円

（単独）894,000円
（くみ取り）864,000円

１０
人槽

新設
444,000

円

444,000円

転換
（建築確認あり）

123,000
円

99,000
円

（単独）567,000円
（くみ取り）543,000円

転換
（建築確認なし）

548,000
円

330,000
円

150,000
円

120,000
円

（単独）1,028,000円
（くみ取り）998,000円

【補助限度額】

【お問合せ先】吉田町上下水道課 下水道業務部門

※令和７年度から宅内配管工事及び
撤去工事の補助金額の変更

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換で

最大８１.２万円（５人槽の場合）

【令和７年度からの変更点】
宅内配管工事・撤去工事の補助金額が変更になりました。

浄化槽種別 申請区分 令和８年度参考：令和７年度

単独（みなし）浄化槽
転換

（建築確認なし） 150,000円 120,000円

〃
転換

（建築確認あり） 123,000円 120,000円

くみ取り便槽
転換

（建築確認なし） 120,000円 90,000円

〃
転換

（建築確認あり） 99,000円 90,000円


